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令和４年度予算編成方針 

 

現状の国内の経済情勢について、内閣府の月例経済報告（令和３年９月）に

よると、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい

状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、このところそのテンポ

が弱まっている」とし、「感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種を促進するな

かで、各種政策の効果もあって、持ち直していくことが期待される」とする一

方で、「感染症の動向やサプライチェーンを通じた影響による下振れリスクの

高まりに十分注意する必要がある」としている。 

このような中で、国においては、『経済財政運営と改革の基本方針２０２１』

いわゆる「骨太の方針」、成長戦略である『成長戦略実行計画』及び地方創生を

目指す『まち・ひと・しごと創生基本方針２０２１』を本年６月１８日に閣議

決定した。さらに、これらの基本方針等に加え、予算編成過程における歳出改

革等の具体化の指針となる『令和４年度予算の全体像』を７月６日に取りまと

め、この指針を踏まえた『令和４年度予算の概算要求に当たっての基本的な方

針について』を７月７日に閣議了解した。 

『経済財政運営と改革の基本方針２０２１』では、決してデフレに戻さない

との決意を持って、経済をコロナ前の水準に早期に回復させるとともに、成長

分野で新たな雇用や所得を生み、多様な人々が活躍する「成長と雇用の好循環」

の実現を目指すとしている。 

また、『令和４年度予算の全体像』では、基本方針２０２１に基づき、社会保

障関係費、一般歳出のうち非社会保障関係費、地方の歳出水準について、目安

に沿った予算編成を行うとともに、①グリーン社会の実現、②官民挙げたデジ

タル化の加速、③日本全体を元気にする活力ある地方創り、④少子化の克服、

子供を産み育てやすい社会の実現の４つの原動力を支える基盤づくりへの重

点的な資源配分（メリハリ付け）を行うとしている。 

本市においては、宮古市総合計画に掲げる都市の将来像「『森・川・海』とひ
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とが調和し共生する安らぎのまち」の実現を推進するため、長期的な視点を持

ちつつ、喫緊の課題にも対応し、宮古市のまちづくりの実現に必要な施策を重

点的かつ着実に推進していく必要がある。 

このような中、本市における令和４年度以降の財政状況は、新型コロナウイ

ルス感染症による影響が不透明な中、中長期の先行きを見通すことが困難であ

ることに加え、歳入においては、人口減少による市税等の減収が予想される。

また、歳出においても、新型コロナウイルス感染症対策が引き続き必要と見込

まれるほか、少子高齢化が進む中での社会保障関係経費や大型事業の推進によ

る公債費など、義務的な経費の増加に加え、公共施設やインフラ施設の長寿命

化、老朽化した施設の改修などによる財源不足が見込まれる。 

特にも、公債費は、令和６年度から令和９年度にかけてが償還のピークであり、

令和２年度決算の３２．６億円に比べ、約１．４倍の４７億円が見込まれること

から、持続可能な行財政運営の確立のため、予算の重点化や効率的な執行、施設

の再配置等による経常的経費の削減など、財源の大幅な減少を見据えた対応が喫

緊の課題である。 

このような状況を踏まえて、令和４年度の予算編成においては、宮古市総合

計画に掲げる主要事業の実施や社会経済情勢の変化に的確に対応するため、行

政評価等の結果を適切に反映することはもとより、限られた財源を有効的に活

用するため、職員一人一人が財政状況についてもしっかりと認識した上で、既

存事業の必要性や費用対効果などを改めて精査し、事務事業の見直しや再構築

を図り、限られた財源の重点的な配分に努め、次の事項に十分留意して行うも

のとする。 

記 

１ 令和４年度の一般会計の予算規模は、震災対応分の事業をゼロベースで見

直し又は廃止することにより、総額３００億円程度を目標とする。 

  なお、震災対応分のうち、被災者支援に係る事業については、被災者の状

況等を十分に把握した上で事業を構築するとともに、被災者支援総合交付金

などの財源の確保に努めること。 
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２ 令和３年度は、普通建設事業に占める補助事業の割合が４割程度となって

いることから、令和４年度は、補助事業の割合を５割以上とすることを目標

とし、単独事業中心となっていた事業構造から補助事業中心へと構造転換を

図ること。 

３ 新型コロナウイルス感染症の影響により、中長期的な先行きを見通すこと

が困難な状況にあっても、厳しい財政状況を踏まえつつ、宮古市総合計画を

着実に進めるとともに、一般財源に頼ることなく、国や県の各種支援制度を

積極的に活用すること。 

４ 『宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略』に基づく事業については、『宮

古創生』の実現に向け、戦略的かつ着実な事務事業の内容となるよう、十分

に精査すること。 

５ 予算要求は、限られた財源・人的資源を最大限活用するため、各部局内で

事務事業の必要性、緊急性及び優先度等に加え、目的に対する成果及び手法

の妥当性についても検証した上で要求すること。 

  なお、当初予算は年間予算であることを踏まえ、予算の追加が必要となら

ないよう所要額を算定すること。 

  加えて、予算の執行過程で生じる入札差金等の額を翌年度以降の財源とす

るなど、予算の適正な執行が財源の確保につながることを職員一人一人が常

に意識すること。 

６ 事務事業の企画立案においては、市民や市議会等の意見、要望及び監査結

果報告等を十分に考慮するとともに、十分な現状把握を行い、実現可能性を

慎重に判断した上で、目的の明確化及び目標値の設定を行うこと。 

７ 本市の将来像の実現に向け、必要な情報の取得や分析を十分に行い、新た

な施策の検討に積極的に取り組むこと。 

 なお、新規施策に要する経費の確保については、既存事務事業の抜本的な

見直し、すなわち事務事業の「ビルド・アンド・スクラップ※1」により対応

するよう努めること。 
           
※1 「スクラップ・アンド・ビルド」は壊してから創るが、「ビルド・アンド・スクラップ」は、最初にやりたいこと、やるべ

きことを決めて、そのために必要な資源を確保するために不要なものを廃止する考え方。 
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８ 予算の調製に当たっては、事業の繰越が会計年度独立の原則の例外である

ことを十分に認識し、事業ごとに年度内に執行可能な事業量を十分に精査の

上、多額な繰越や不用額が生じることがないよう特に留意すること。 

  なお、事業執行が複数年にわたるものについては、債務負担行為などの所

要の措置を講じること。 

９ 部局横断的な行政課題については、関係部局において十分な協議調整を行

うこと。 

10  施設等の整備及び更新にあたっては、基本計画の段階から運営体制をはじ

め、機能面や維持管理面等の将来負担も含め、フルコストで十分な検討を行

い、施設等の完成後に維持管理費の増額や予定外の負担が生じないようにす

ること。 

  また、施設等の維持管理については、一時に多大な補修等の費用を要する

ことがないよう、『宮古市公共施設等総合管理計画』に基づき、長期的視点を

もって、適正かつ計画的に行うこと。 

11 経常的経費（臨時的なものを除いた物件費、維持補修費、補助費等）につ

いては、最小の経費で最大の効果が発揮できるよう創意・工夫を図り、原則

として前年度当初予算額を上限とし、３％の縮減※2を目標とする。 

12  扶助費については、事業手法や給付水準の見直し、検討を行った上で、対

象者や扶助額について徹底した精査を行い、漫然と予算の肥大化を招くこと

のないよう適正な制度運用を行うこと。 

13  補助金・負担金については、事務事業の成果を検証した上で予算要求する

こと。 

特に、各種団体等に対する負担金及び会費については、支出の目的に照ら

し、所期の目的を達成した場合や成果が不十分と認められる場合、退会も含

め、取り扱いを検討すること。 

また、補助金については、補助対象経費を明確にした上で原則精算するこ

ととし、厳正な審査の結果、次年度繰越が過大であるなどの状況がある場合

は、次年度以降の補助金の減額又は不交付を検討すること。 
           
※2 令和 3年度当初予算で 3％縮減を試算すると約 1.5 億円。 
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（１） 新規の補助金・負担金については、目的、目標値及び計画の見通し 

を必ず設定し、資料を提出すること。特に新規の補助金については、 

終期を設定（最長５年）の上、事業の効果を定期的に検証し、事業の 

終了又は見直しを行い、補助金の適正化を図ること。 

（２） 継続分の補助金・負担金については、漫然と前年と同額ではなく、 

事業内容等を十分に精査の上、収支決算書や評価資料（数字によるも 

の（参加人数や売上げなど）、数字で表現できない場合は文言で表現の 

こと）を必ず添付すること。 

14 歳入については、受益者負担の原則のほか、他の自治体や民間の事例等を

把握した上で適切な使用料等の見直し、貸付金等に係る償還金などの市債権

全般にわたる徴収の強化や、市有財産の有効活用などにより、一層の歳入確

保に努めること。 

また、新規事業・継続事業を問わず、国・県等の補助制度の活用を十分に

検討し、新たな財源確保に積極的に取り組んだ上で要求すること。 

15 財政情報の開示については、地方財政の全面的な「見える化」の取組みを

踏まえ、市民等へのより分かりやすい情報開示に努めること。 
 




